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凡 例

市街化調整区域
市条例第5条第1項第1号区域（通称：産業系12号区域）
【主に倉庫・工場の建築が可能】

市街化調整区域
市条例第3条第1項区域（通称：11号区域）
【主に自己用住宅・分譲住宅・アパートの建築が可能】

市街化調整区域
市条例第5条第3項区域（通称：既存集落12号区域）
【主に自己用住宅・分家住宅の建築が可能】

市街化区域 大利根豊野台テクノタウン（工業専用地域）

「加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」
第３条第１項の規定に基づく区域の変更について

対象地


